
本
年
度
の
公
共
下
水
道
事
業
分
担

金
の
納
期
は
、
次
の
と
お
り
。
一
括

納
付
と
分
割
納
付
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
八
月
上
旬
に
郵
送
す
る
納
入

通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

納
期
＝
〈
一
括
納
付
・
一
期
〉
８
月

31
日
�
ま
で
〈
二
期
〉
10
月
１
日
�

〜
31
日
�〈
三
期
〉
12
月
１
日
�
〜

来
年
１
月
４
日
�
〈
四
期
〉
来
年
２

月
１
日
�
〜
28
日
�

○
…
問
い
合
わ
せ
は
下
水
道
建
設
課

�
８
９
０
―
３
０
６
３
へ
。

家
庭
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
水

道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
で
有
効
期

間
が
八
年
と
定
め
ら
れ
、
期
限
内
に

交
換
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

該
当
す
る
家
庭
に
は
、
水
道
局
の

委
託
者
か
市
契
約
工
事
事
業
者
が
交

換
に
訪
問
し
ま
す
。
メ
ー
タ
ー
付
近

に
物
な
ど
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
費
用
は
無
料
で
す
。

な
お
、
委
託
者
は
身
分
証
明
書
を

持
ち
、
市
契
約
工
事
事
業
者
は
水
道

局
所
定
の
腕
章
を
し
て
い
ま
す
。

◯
…
問
い
合
わ
せ
は
水
道
業
務
課
�

８
９
０
―
３
０
５
２
へ
。

消
防
法
で
は
、
一
定
の
収
容
人
員

の
あ
る
防
火
対
象
物（
デ
パ
ー
ト
、
旅

館
、
病
院
、
工
場
、
学
校
、
飲
食
店
な

ど
）に
、
防
火
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
資
格
を
得
る

た
め
の
「
甲
種
・
乙
種
防
火
管
理
者

資
格
取
得
講
習
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
〈
甲
種
〉
９
月
６
日
�
・
７

日
�
〈
乙
種
〉
９
月
６
日
�
、
午
前

９
時
〜
午
後
４
時
30
分
　
会
場
＝
消

防
本
部
　
対
象
＝
本
市
か
富
士
見
村

内
の
事
業
所
に
勤
務
し
て
い
る
人
、

先
着
百
人
　
参
加
費
＝
各
四
千
円
　

申
し
込
み
＝
８
月
22
日
�
午
前
８
時

30
分
か
ら
所
定
の
申
込
用
紙
に
記
入

し
、
消
防
本
部
予
防
課
（
�
２
２
０

―
４
５
０
７
）、
東
消
防
署
（
�
２
８

３
―
３
３
９
９
）
へ
直
接

危
険
物
取
扱
者
の
た
め
の
保
安
講

習
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
９
月
12
日
�
�
午
前
９
時
〜

正
午
�
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

会
場
＝
県
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
野

中
町
）

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
危
険
物
取
扱
者
、
先
着
各

二
百
人
。
�
危
険
物
取
り
扱
い
作
業

に
従
事
し
、
前
回
の
講
習
を
受
け
て

か
ら
三
年
が
経
過
し
て
い
る
�
新
た

に
危
険
物
取
り
扱
い
作
業
に
従
事
し

た
日
か
ら
一
年
が
経
過
し
て
い
る（
二

年
以
内
に
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交

付
や
講
習
を
受
け
た
人
を
除
く
）
手

数
料
＝
四
千
七
百
円
　
申
し
込
み
＝

８
月
29
日
�
〜
９
月
２
日
�
の
午
前

９
時
〜
午
後
４
時
に
免
状
か
免
状
の

写
し
、
手
数
料
を
用
意
し
て
前
橋
地

区
危
険
物
安
全
協
会
（
消
防
本
部
予

防
課
内
）、
東
消
防
署
へ
直
接

○
…
問
い
合
わ
せ
は
前
橋
地
区
危
険

物
安
全
協
会
�
２
２
０
―
４
５
０
９

へ
。老

齢
福
祉
年
金
証
書
（
郵
便
局
で

年
金
を
受
け
る
と
き
の
緑
色
の
証
書
）

の
提
出
は
、
四
月
と
八
月
の
年
二
回
。

対
象
は
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
と
、
同
年
四
月
二

日
か
ら
大
正
五
年
四
月
一
日
ま
で
の

生
ま
れ
で
七
十
歳
（
障
害
等
級
一
・

二
級
該
当
者
は
六
十
五
歳
）
か
ら
支

給
を
受
け
て
い
る
人
で
す
。

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
者
は
、
八

月
期
（
八
月
十
一
日
�
か
ら
支
給
）

の
年
金
を
受
領
後
、
八
月
二
十
二
日

�
ま
で
に
証
書
を
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
郵
便
局
に
あ
る
封
筒
を
使
え
ば

切
手
は
不
要
で
す
。

提
出
さ
れ
た
証
書
は
、
年
金
額
を

記
入
し
て
十
月
下
旬
に
返
送
。な
お
、

証
書
の
提
出
が
な
い
と
十
二
月
期
以

後
の
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
、必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
４
へ
。
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下
水
道
の
分
担
金

納
入
通
知
送
り
ま
す

防
火
管
理
の
知
識

修
得
す
る
講
習
会

危
険
物
の
保
安
講
習

該
当
者
は
受
講
を

老
齢
福
祉
年
金
の

証
書
提
出
忘
れ
ず
に

水
道
メ
ー
タ
ー
交
換

委
託
者
が
訪
問

作業する市契約工事事業者

□
宮
城
地
区
納
涼
祭

宮
城
総
合
運
動
場
で
宮
城
地
区

納
涼
祭
を
開
催
し
ま
す
。
和
太
鼓

や
八
木
節
、
だ
ん
べ
え
踊
り
な
ど

の
演
芸
発
表
の
ほ
か
、
親
子
木
工

広
場
、
ゲ
ー
ム
な
ど
誰
で
も
参
加

で
き
る
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
も
い
っ

ぱ
い
。
午
後
八
時
か
ら
は
花
火
が

打
ち
上
げ
ら
れ
、
フ
ィ
ナ
ー
レ
を

飾
り
ま
す
。

日
時
＝
８
月
７
日
�
午
後
１
時
　
会

場
＝
宮
城
総
合
運
動
場

○
…
問
い
合
わ
せ
は
納
涼
祭
実
行
委

員
会
（
宮
城
支
所
内
）
�
２
８
３
―

２
１
３
１
へ
。

□
粕
川
ま
つ
り

粕
川
ま
つ
り
を
開
催
。
か
ね
や
太

鼓
の
お
は
や
し
が
響
く
中
、
み
こ
し

や
山
車
が
会
場
を
盛
大
に
練
り
歩
き

ま
す
。
ま
た
、
歌
謡
シ
ョ
ー
や
八
木

節
、
粕
川
音
頭
、
だ
ん
べ
え
踊
り
な

ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
。
家
族
連
れ
な

ど
皆
さ
ん
で
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
８
月
７
日
�
午
後
１
時
　

会
場
＝
粕
川
小

○
…
問
い
合
わ
せ
は
粕
川
ま
つ
り

実
行
委
員
会
（
粕
川
商
工
会
内
）

�
２
８
５
―
４
９
８
３
へ
。


